
 

 

 

令和８年度 

第３回職員採用試験案内 
【令和９年度採用】 

 

◎一般事務 短大卒、高校卒 

係長候補枠 

◎土木技術 短大卒、高校卒 

◎建築技術 短大卒、高校卒 

◎機械技術 短大卒、高校卒 

◎保育士 
 

第３回試験 

◆募 集 期 間  令和８年７月24日(金)～令和８年８月23日(日) 
 
◆一次試験日  令和８年９月20日(日) 

 
◆申 込 方 法  １ページ以降をご覧ください。 

 
◆問い合わせ  島田市行政経営部人事課 

        〒427-8501 島田市中央町１番の１（市役所３階） 

        ℡ (0547)36-7135（直通） 

         E-mail:jinji@city.shimada.lg.jp 
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１ 試験職種、採用予定人員等 

 試験職種 採用予定人員 勤 務 の 概 要 

第
３
回
試
験 

※第３回試験と第１回試験との重複受験はできません。  

一般事務 

(短大・高校卒) 

(係長候補枠) 

一般事務全体

で30人程度 

島田市の機関に勤務し、一般行政事務に

従事します。 

土木技術 

(短大・高校卒) 

土木技術全体

で５人程度 

島田市の機関に勤務し、土木技術者（土

木工事の設計・監督・土木施設の維持管

理等）として従事します｡ 

建築技術 

(短大・高校卒) 
若干人 

島田市の機関に勤務し、建築技術者（公

共施設の建築工事の設計・監督、建築確

認申請の審査・検査等）として従事しま

す｡ 

機械技術 

(短大・高校卒) 
若干人 

島田市の機関に勤務し、機械技術者（公

共施設の機械工事の設計・監督、機械設

備に係る施設管理等）として従事します｡ 

保育士 若干人 
島田市の機関に勤務し、保育士として従

事します｡ 

 

２ 受験資格 

 

 試験職種 受験資格（年齢制限、免許等） 

 

※第３回試験と第１回試験との重複受験はできません。  

第
３
回
試
験 

一般事務 

(短大・高校卒) 

平成13年４月２日以降に生まれた人で、高等学校または短

期大学を卒業した人（令和８年度中に卒業する見込みの人を

含む） 
 
※大学（短期大学を除く）を卒業した人（令和８年度中に

卒業する見込みの人を含む）は、受験できません。 

一般事務 

（係長候補枠） 

※主査級採用 

昭和54年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた

人で、別に示す条件をすべて満たす人 

土木技術 

(短大・高校卒) 

平成８年４月２日以降に生まれた人で、高等学校または短

期大学を卒業した人（令和８年度中に卒業する見込みの人を

含む）で土木に関する科目を履修した人（令和８年度中に履

修する見込みの人を含む）又は土木の設計、施工管理の職務

経験が令和８年４月30日時点で３年以上の人 
 
※大学（短期大学を除く）を卒業した人（令和８年度中に

卒業する見込みの人を含む）は、受験できません。 
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次のいずれかに該当する人は、受験することができません。 

(1) 日本国籍を有しない人 

(2) 地方公務員法第16条の各号のいずれかに該当する人 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

② 島田市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規

定する罪を犯し、刑に処せられた者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 
 

一般事務（係長候補枠）の受験資格等の条件 

区分（枠） 応募条件 

係長候補枠 

年齢要件に加え、次の条件をすべて満たす者 

１ 平成25年７月１日から令和８年６月30日までの13年間のうち、10

年以上の社会人経験を有すること 

 ※「10年以上の社会人経験」とは、それぞれの企業・団体等で、週

30時間以上（休憩時間を除く）の勤務経験が通算で10年以上であ

ることを要する。ただし、同時期に複数の企業・団体等に勤務し

ていた場合は、労働契約の相手方が同一である場合を除き、いず

れか一方の勤務期間のみを職務経験とする。 

２ 学校教育法による高等学校を卒業していること 

第
３
回
試
験 

建築技術 

(短大・高校卒) 

平成８年４月２日以降に生まれた人で、高等学校または短

期大学を卒業した人（令和８年度中に卒業する見込みの人を

含む）で建築に関する科目を履修した人（令和８年度中に履

修する見込みの人を含む）又は建築の設計、施工管理に関す

る職務経験（建築士法施行規則第１条の２に規定する実務

（令和２年２月29日以前の実務も含む。）に限る。）が令和

８年４月30日時点で３年以上の人 
 
※大学（短期大学を除く）を卒業した人（令和８年度中に

卒業する見込みの人を含む）は、受験できません。 

機械技術 

(短大・高校卒) 

平成８年４月２日以降に生まれた人で、高等学校または短

期大学を卒業した人（令和８年度中に卒業する見込みの人を

含む）で機械に関する科目を履修した人（令和８年度中に履

修する見込みの人を含む） 
 
※大学（短期大学を除く）を卒業した人（令和８年度中に

卒業する見込みの人を含む）は、受験できません。 

保育士 
平成３年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格を有す

る人（令和８年度中に所得する見込みの人を含む） 
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※「係長候補枠」は、単なる社会人経験枠とは異なり、係のリーダーとしてマネジ

メントを行う係長に昇格する可能性のある人材を対象とした採用試験です。将来

的には、島田市の管理職としての責任を担っていただくことを期待しています。 

 

３ 受験申込手続 

(1) 申込受付期間及び申込方法 

申込受付期間 令和８年７月24日(金)～令和８年８月23日(日) 

申 込 方 法 

島田市ホームページ→「採用情報」→ 「令和８年度第３回採

用試験（一般事務（短大卒・高校卒・係長候補枠）・土木技術／

建築技術／機械技術（短大卒・高校卒）・保育士）について」か

ら電子申請による申込フォーム（LoGoフォーム）に入力してくだ

さい。 

(2) 提出書類 

区分（対象） 提出書類 提出時期 

全 職 種 

〇自己紹介シート 

島田市ホームページ「令和８年度第

３回採用試験（一般事務（短大卒・高

校卒・係長候補枠）・土木技術／建築

技術／機械技術（短大卒・高校卒）・

保育士）について」からダウンロード

し、作成してください。 

申込時に電子申請に添

付してください。 

※電子申請に添付でき

ない場合は、郵送して

ください。 

一 般 事 務 〇卒業（見込）証明書 二次試験受験時 

土 木 技 術 

土木科目履修者 
〇卒業（見込）証明書 

〇成績証明書 
令和８年８月28日（金） 

土木科目を履修

していない方 

〇卒業（見込）証明書 二次試験受験時 

〇在職証明書 内定発表後 

建 築 技 術 

建築科目履修者 
〇卒業（見込）証明書 

〇成績証明書 
令和８年８月28日（金） 

建築科目を履修

していない方 

〇卒業（見込）証明書 二次試験受験時 

〇在職証明書 内定発表後 

機 械 技 術 
〇卒業（見込）証明書 

〇成績証明書 
令和８年８月28日（金） 

保育士 
〇資格免許証の写し 

二次試験受験時 

※取得見込者は取得後

速やかに提出 

〇誓約書 一次試験受験時 

最終学歴が 

専修学校の方 
専修学校における履修課程証明書 令和８年８月28日（金） 
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４ 受験票 

受験票は、試験日のおおむね２週間前に送付します。１週間前までに届かない場合

は、お手数ですが、市役所行政経営部人事課まで御連絡ください。 

 

５  試験日・試験会場 

区 分 試 験 日 試験会場（予定） 

一次試験 ９月20日(日)  

島田市役所 

※受験者数により場所を変更する

場合があります。 

二次試験 

10月28日(水)又は29日(木) 

※詳細は一次試験の合格通知時

に連絡します。 

島田市役所 

※受験者数により場所を変更する

場合があります。 

（注） 

  ※１ 島田市役所試験会場及びその周辺には受験者用の駐車場がありません。自

家用車の使用を避け、電車、バス等を利用してください。 

  ※２ 集合時間、試験会場等の詳細は、受験票に記載してお知らせします。 

※３ 身体に障害があり、試験場において配慮を必要とする場合は、あらかじめ

申し出てください。 

 

６  試験科目、試験の内容、出題分野等 

 (1) 一次試験の試験科目・出題分野 

試験職種 試験科目 出題分野 

一般事務 ＳＰＩ３－Ｈ 性格検査、基礎能力検査 

土木技術 
専門試験（土木） 

数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構

造設計）、土木基盤力学（水理学、土質力学）、

測量、社会基盤工学、土木施工に関する学力試験 

職場適応性検査 職務に対する適応性の検査 

建築技術 
専門試験（建築） 

数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、建

築計画、建築法規、建築施工に関する学力試験 

職場適応性検査 職務に対する適応性の検査 

機械技術 
専門試験（機械） 

数学・物理・情報技術基礎、機械設計、機械工作、

原動機、生産システム技術（電気技術、電子技術、

制御）、電子機械に関する学力試験 

職場適応性検査 職務に対する適応性の検査 

保育士 
専門試験（保育士）

社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、

保育の心理学、保育原理・保育内容、子どもの保

健、障害児保育に関する学力試験 

職場適応性検査 職務に対する適応性の検査 
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 (2) 二次試験の内容 

区 分 試 験 の 内 容 

面 接 人物についての面接による試験 

 

７  合格者の発表 

 

８  合格から採用まで 

 (1) 最終合格者は、職種ごとに採用内定者名簿に登載し、その中から任命権者が採

用者を決定します。 

(2) 採用時期は、令和９年４月１日を予定していますが、社会人等については、場

合によりそれ以前に採用されることがあります。 

(3) 受験資格がない場合や、受験申込書等の記載事項に虚偽又は不正があると判明

した場合には、合格を取り消します。 

(4) 卒業見込みの人が卒業できない場合や、免許取得見込みの人が免許を取得でき

ない場合などには、採用されません。 

(5) 場合により、欠員補充者（補欠合格者）を設ける場合があります。欠員補充者

は、令和９年９月30日までの間に、職員を採用する必要が生じた場合には、採用

内定者とさせていただくことがあります。 

 

９  学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のため

の措置に関する法律に基づく採用条件（保育士受験者が該当） 

・採用後、業務へ従事するに当たっては、令和８年12月25日までに施行予定の学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための

措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいま

す。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要

となります。 

・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力

防止法に基づき、対象業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるた

め、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしてい

ます。 

・このため、あらかじめ、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定

性犯罪の前科の有無を確認します。 

区 分 試験職種 時 期 方 法 

一次試験合格者発表 全職種 10月５日(月) 合格者の受験番号を市の

ホームページに掲載します。

また、合格者に通知します。 最終合格者発表 全職種 11月18日(水) 
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10  給与等 

 (1) 給  与 

   島田市の定めた規定により支給します。（大学院卒の場合も大学卒と同額です。） 

  ア 初任給（令和８年４月１日時点、地域手当（４％）含む） 

学歴 初任給 

大学新卒者の場合 247,104円 

短大新卒者の場合 231,504円 

高校新卒者の場合 214,968円 

  イ 社会人経験者の初任給の例（令和８年４月１日時点、地域手当（４％）含む） 

民間企業等における就業年数 初任給 

５年 261,872円 

10年 266,448円 

15年 270,296円 

※社会人経験加算は、勤務内容によって変わります。 

 (2) 勤務時間  午前８時30分から午後５時15分まで 

         ※勤務場所により、異なる場合があります。 

 (3) 休  日  土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から翌年１月３日までの

年末年始 

         ※勤務場所により、異なる場合があります。 

 (4) 休  暇  有給休暇、病気休暇、育児休業、ボランティア休暇、介護休暇な

ど 
 

11  試験結果の開示 

 この採用試験の結果については、受験者本人に限り下記により開示の請求をすること

ができます。 

開示請求できる人 開示内容 請求受付期間 請求の方法 

一次試験 

不合格者 

○一次試験の 

教養（専門）

試験の得点 

及び順位 

一次合格者発表日から

１か月間 

（土、日、祝日を除く｡) 

受験者本人が、下記書類を

持参のうえ市役所人事課へ

来庁し請求してください。 

【請求に必要なもの】 

・顔写真付の身分証明書 

・一次試験の場合は、 

受験票 

・二次試験の場合は、 

一次試験の合格通知書 

二次試験 

不合格者 

○二次試験の 

面接試験の 

得点及び順位 

二次合格者発表日から

１か月間 

（土、日、祝日を除く｡) 

 ※１ 電話、郵便等による請求は受け付けておりません。 

 ※２ 請求者が受験者本人であることを確認できる顔写真付きの身分証明書は、運

転免許証・パスポート・学生証等です。 

 ※３ 開示する得点及び順位は、受験者本人分に限ります。 
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「島田市役所」   島田市中央町１番の１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※島田市役所：ＪＲ島田駅北口から徒歩約10分 

※受験者のための駐車場はありません。 

試 験 会 場 案 内 図  

六合駅 

藤枝

金谷駅 

ＪＡ 

大井神社 

大
津
通
り 

旧国道１号 金谷 

〒郵便局 

本通り 

至バイパス 

野田ＩＣ 

 

(北口) 

ＪＲ島田駅 

はなみずき通り 

島田市役所 

● 

保健福祉センター 

 

●●● 

●●● 

● 
●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

Ｎ 

 


